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放射線管理施設に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は、【濃縮個別 20 R2】の改訂版（R3）である。改訂内容は以下のとおり。 

（R2）の改訂にて、文章で記載していた規則との対応関係、当該申請回次における申請範囲、許

可段階における審査事項との関係を「添付１ 要求事項に対する説明内容と各申請回次における申

請範囲等の関係整理表」に表形式でまとめるとともに、説明内容（事業変更許可での宣言事項）の

変更有無を明確にする。 

※【濃縮個別 20 R2】から変更した部分を青字にて示す。
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1. 概要

本資料は、第 4回申請に係る申請の【放射線管理施設に関する説明書】（以下「説明書」

という。）において説明した事項に関して、申請内容の妥当性、記載内容の根拠等につい

て説明するものである。 

2. 申請対象と技術基準規則の関係

第 4 回申請において説明している内容は「技術基準規則 第 19 条 放射線管理施設」に

基づく説明である。また、説明書においては、技術基準規則第 19 条の要求にはないが、

事業許可基準規則第 18 条の従事者防護に係る設計変更（可搬式 HF 検知警報装置及び HF

センサの新規設置）及び第 19条の放射線監視に係る設計変更（モニタリングポストの伝

送多様化及び電源確保）について説明することとする。 

なお、新型遠心機への更新等に係る申請においては、当該技術基準規則に該当する設備

はないため説明の対象外としている。 

規則要求事項に対する説明内容（事業変更許可での宣言事項）について、今回の申請で

説明する範囲、第 3 回申請までで説明済の範囲、第 5 回申請で説明する範囲等を整理し

た結果を「添付１ 要求事項に対する説明内容と各申請回次における申請範囲等の関係

整理表」に示す。 

今回申請対象の設備の「技術基準規則 第 19 条 放射線管理施設」への適合要否、適合

内容の既認可からの変更有無等を示す添付２については、全社対応内容との関係を踏ま

えて整理中であるため今回は添付を省略し、今後適切なタイミングで整理状況を説明す

る。 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項

説明書での申請内容に関する補足説明を添付３に示す。
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添付１ 

要求事項に対する説明内容と 

各申請回次における申請範囲等の関係整理表 
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【凡例】

赤字

② ③ ⑤

許可
基準規則

変更前 変更後 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備

UF6を内包する配管：パージ操作等
において使用する核燃料物質等を取
り扱わない窒素ガス配管は、核燃料
物質等を取り扱う配管より高い圧力
で供給することにより逆流を防止す
る設計とする。

（変更なし） − −

UF6を内包する配管：パージ操作等におい
て使用する核燃料物質等を取り扱わない窒
素ガス配管は、核燃料物質等を取り扱う配
管より高い圧力で供給することにより逆流
を防止する設計とする。

・カスケード設備
の主要配管
・UF6処理設備の
主要配管

カスケード設備の主要配管において、窒素
配管の接続口は、第4回申請の申請範囲の
2A中間室側にあり、新型遠心機への更新等
に係る申請の申請範囲の2Aカスケード室側
に窒素配管の接続口はないため左記の要求
事項に該当しない。

−

UF6を内包する配管：パージ操作等におい
て使用する核燃料物質等を取り扱わない窒
素ガス配管は、核燃料物質等を取り扱う配
管より高い圧力で供給することにより逆流
を防止する設計とする。

・均質・ブレン
ディング設備の主
要配管

−

気体廃棄物を取り扱う系統：第1種管
理区域の排気を行う系統とそれ以外
を区別して設置し、負圧を維持する
ことで逆流を防止する設計とする。 （変更なし） − −

気体廃棄物を取り扱う系統：第1種管理区
域の排気を行う系統とそれ以外を区別して
設置し、負圧を維持することで逆流を防止
する設計とする。

・気体廃棄物の廃
棄設備のダクト、
排風機、第1種管
理区域の排気機能
維持インターロッ
ク

− − − − −

液体廃棄物を取り扱う系統：機器及
び配管に接続する核燃料物質等を含
まない液体を導く配管は、逆止弁等
により逆流を防止する設計とする。

（変更なし） − −

第4回の申請において、液体廃棄物を取り
扱う設備はないため左記の要求事項に該当
する設備はない。 −

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、液体廃棄物を取り扱う設備はないため
左記の要求事項に該当する設備はない。 −

液体廃棄物を取り扱う系統：機器及び配管
に接続する核燃料物質等を含まない液体を
導く配管は、逆止弁等により逆流を防止す
る設計とする。

・液体廃棄物の廃
棄設備の主要放射
性廃水配管、凝集
槽等

−

UF6が著しく漏えいするおそれがあ
るものに対する漏えい拡大防止に関
しては、UF6を大気圧以上で大量に
取り扱う均質槽の液化操作におい
て、漏えいを検知し拡大を防止する
とともに、配管カバーにより漏えい
の拡大を防止する設計とする。

UF6が著しく漏えいするおそれがあ
るものに対する漏えい拡大防止に関
しては、UF6を大気圧以上で大量に
取り扱う均質槽の液化操作におい
て、漏えいを検知し拡大を防止する
とともに、配管カバー、防護カバー
により漏えいの拡大を防止する設計
とする。

− −

第4回の申請において、UF6が著しく漏え
いするおそれのある設備（UF6を大気圧以
上で大量に取り扱う均質槽）の申請はない
ため左記の要求事項に該当する設備はな
い。 −

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、UF6が著しく漏えいするおそれのある
設備（UF6を大気圧以上で大量に取り扱う
均質槽）の申請はないため左記の要求事項
に該当する設備はない。 −

UF6を大気圧以上で取り扱う機器における
漏えい拡大防止に係る設計については、均
質・ブレンディング設備の申請に合わせて
第5回にて申請する。

・均質ブレンディ
ング設備の均質
槽、防護カバー等

−

−

UF6を取り扱う配管等は、防護カ
バー、配管カバー、保温材等により
覆われていない部分からUF6が直に
漏えいしないよう、カバー等を施工
し、UF6の漏えい時に従事者がUF6
及びHFに直接暴露されることを防止
する。

− −

第4回の申請範囲は、カスケード設備及び
UF6処理設備の主要配管、2号圧力調整槽
を対象に施工するカバー又はシートであ
る。当該機器はUF6を大気圧以下で取り扱
う機器であり、技術基準規則 第10条 第
二号の要求事項に該当する機器ではない
が、従事者保護のためのカバー又はシート
を施工することにより漏えいの拡大を防止
できる側面もあることから漏えい拡大防止
の要求に関連付けて申請する。

・カスケード設備
の主要配管
・UF6処理設備の
主要配管
・UF6処理設備の
圧力調整槽

新型遠心機への更新等に係る申請の範囲
は、遠心分離機及び主要配管に施工するカ
バー又はシートである。当該機器はUF6を
大気圧以下で取り扱う機器であり、技術基
準規則 第10条 第二号の要求事項に該当
する機器ではないが、従事者保護のための
カバー又はシートを施工することにより漏
えいの拡大を防止できる側面もあることか
ら漏えい拡大防止の要求に関連付けて申請
する。

・遠心分離機
・カスケード設備
の主要配管

均質・ブレンディング設備に施工するカ
バー又はシートに係る設計。

・均質ブレンディ
ング設備の主要配
管等

−

要求事項に対し該当する申請対象設備がない。
要求事項に対し該当する申請対象機器の申請があるが、要求事項及び設計内容に変更がないため適合の説明は不要とするもの。
要求事項の追加又は変更、設計内容の変更に伴う適合の説明が必要となるもの。
要求事項の追加又は変更、設計内容が変更となるもの。

条項等

① ④-1 ④-2

説明内容（事業変更許可での宣言事項） 事業変更許可申請書で確
認済みの事項（評価が許
可で確認済みであるか）

第10条第4条

第3回申請までにおいて
申請・認可済みの事項

申請範囲及び対象設備 申請範囲及び対象設備

運用による対策第4回申請 遠心機更新申請 第5回申請

技術基準規則

第一号

逆流防止

第二号

拡大防止

①：新規制基準を受けて設計変更があるかを明確にするため前後表形

式で示すとともに、変更になる設計を赤字及び下線で示す。

②,③：分割申請であることを踏まえ、既に説

明済の事項を示す。

④-1：今回の申請において、要求事項に該当する機器の有無を示すとともに、凡例に示すとおり、当該設計の変更有無に

係わる分類を示す。

④-2：後回次で確認する事項を示す。

見 本① 新規制基準への適合に係る説明事項
② 事業変更許可で確認済みの事項
③ 第3回までで確認済みの事項
④-1 第4回申請で確認する事項
④-2 第5回申請で確認する事項

凡例：分類に応じて色分け
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【凡例】

赤字

② ③ ⑤

許可
基準規則

変更前 変更後 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備

第一号

排気中の
濃度

排気中の放射性物質の濃度計測に関
しては、排気用モニタによる連続監
視、放射能測定装置による放出に係
る試料の分析により線量告示に定め
る周辺監視区域外における空気中の
濃度限度を十分下回ることを確認す
る。

（変更なし） − −

排気中の放射性物質の濃度計測に関して
は、排気用モニタによる連続監視、放射能
測定装置による放出に係る試料の分析によ
り線量告示に定める周辺監視区域外におけ
る空気中の濃度限度を十分下回ることを確
認する。

・放射能測定装置 新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

−

排気用モニタによる連続監視については、
既認可から変更はないが、設備更新を予定
していることから第5回にて申請する。

・排気用モニタ

−

第二号

排水中の
濃度

排水中の放射性物質の濃度計測に関
しては、液体廃棄物の廃棄設備であ
る処理水ピットにて試料の採取を行
い、放射能測定装置により測定し、
放射性物質濃度が線量告示に定める
周辺監視区域外の水中の濃度限度の
1/10以下であることを確認し放出す
る。

（変更なし） − −

排水中の放射性物質の濃度計測に関して
は、液体廃棄物の廃棄設備である処理水
ピットにて試料の採取を行い、放射能測定
装置により測定し、放射性物質濃度が線量
告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度
限度の1/10以下であることを確認し放出す
る。

・放射能測定装置 新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

− − − −

管理区域における線量当量の計測に
関しては、サーベイメータ、積算線
量計（屋内管理用）による外部放射
線に係る線量当量率及び線量当量の
測定を行う。

（変更なし） − −

管理区域における線量当量の計測に関して
は、サーベイメータ、積算線量計（屋内管
理用）による外部放射線に係る線量当量率
及び線量当量の測定を行う。

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

− − − −

管理区域における空気中の放射性物
質の濃度の計測については、エアス
ニッファ及びダストサンプラ（屋内
管理用）により空気中の放射性物質
を採取し、放射能測定装置により測
定を行う。

（変更なし） − −

管理区域における空気中の放射性物質の濃
度の計測については、エアスニッファ及び
ダストサンプラ（屋内管理用）により空気
中の放射性物質を採取し、放射能測定装置
により測定を行う。

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

− − − −

管理区域における放射性物質によっ
て汚染された物の表面の放射性物質
の密度の計測に関しては、スミヤ法
又は直接法により測定するための放
射能測定装置又はサーベイメータを
設ける。

（変更なし） − −

管理区域における放射性物質によって汚染
された物の表面の放射性物質の密度の計測
に関しては、スミヤ法又は直接法により測
定するための放射能測定装置又はサーベイ
メータを設ける。

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

− − − −

④-1 ④-2

申請範囲及び対象設備 申請範囲及び対象設備

・エアスニッ
ファ、サーベイ
メータ、積算線量
計（屋内管理
用）、ダストサン
プラ（屋内管理
用）、放射能測定
装置

第19条

第三号

管理区域
の線量等

第18条
及び
第19条

運用による対策第4回申請 遠心機更新申請 第5回申請

技術基準規則

要求事項に対し該当する申請対象設備がない。
要求事項に対し該当する申請対象機器の申請があるが、要求事項及び設計内容に変更がないため適合の説明は不要とするもの。
要求事項の追加又は変更、設計内容の変更に伴う適合の説明が必要となるもの。
要求事項の追加又は変更、設計内容が変更となるもの。

条項等

①

説明内容（事業変更許可での宣言事項） 事業変更許可申請書で確
認済みの事項（評価が許
可で確認済みであるか）

第3回申請までにおいて
申請・認可済みの事項
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② ③ ⑤

許可
基準規則

変更前 変更後 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備 申請内容 対象設備

④-1 ④-2

申請範囲及び対象設備 申請範囲及び対象設備

運用による対策第4回申請 遠心機更新申請 第5回申請

技術基準規則

条項等

①

説明内容（事業変更許可での宣言事項） 事業変更許可申請書で確
認済みの事項（評価が許
可で確認済みであるか）

第3回申請までにおいて
申請・認可済みの事項

− −

技術基準規則 第19条 各号への適
合に係る機器の他に、個人管理用測
定設備、出入管理関係設備、その他
の放射線防護設備を設置する。

左記に係る設備として可搬式HF検知
警報装置、HFセンサを新たに備え
る。

− −

技術基準規則 第19条 各号への適合に係
る機器の他に、個人管理用測定設備、出入
管理関係設備、その他の放射線防護設備を
設置することについては、要求事項及び設
計内容に変更がないため適合の説明は不要
とする。
可搬式HF検知警報装置については、追加安
全対策として新たに設置する機器であるこ
とから当該機器の設置に係る設計を説明す
る。

・排気用HFモニ
タ、換気用モニ
タ、可搬式HF検
知警報装置、個人
線量計、ゲート、
退出モニタ、シャ
ワー、放射線防護
具類

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

−

追加安全対策として新たに設置する機器で
あるHFセンサについては、非常用設備の温
度センサと同じく事故時対処にも用いる機
器であり、同一の監視盤に接続することか
ら温度センサの申請に合わせて第5回にて
申請する。

・HFセンサ

−

− −

技術基準規則 第19条 第一号への
適合に係る機器の他に、HF放出状況
を監視する排気用HFモニタ、積算線
量計（屋外管理用）、ダストサンプ
ラ（屋外管理用）、モニタリングポ
スト、その他設備（気象観測機器、
放射能測定車）を設置する。

モニタリングポストについて、デー
タ伝送系の多様化、電源確保に関す
る設計変更を行う。

− −

技術基準規則 第19条 第一号への適合に
係る機器の他に、HF放出状況を監視する排
気用HFモニタ、積算線量計（屋外管理
用）、ダストサンプラ（屋外管理用）、モ
ニタリングポスト、その他設備（気象観測
機器、放射能測定車）を設置することにつ
いては、要求事項及び設計内容に変更がな
いため適合の説明は不要とする。
モニタリングポストについては、要求事項
の追加（データ伝送系の多様化、電源確
保）に係る設計を説明する。

・排気用HFモニ
タ、積算線量計
（屋外管理用）、
ダストサンプラ
（屋外管理用）、
モニタリングポス
ト、気象観測機
器、放射能測定車

新型遠心機への更新等に係る申請におい
て、放射線管理に係る設備の申請はないた
め適合の説明は不要とする。

− − − −

− − −

設計基準事故時等に迅速な対策が行
えるよう、サーベイメータ、半導体
材料ガス検知器（HF検知器）等の資
機材を配備する。

第18条
及び
第19条

当該機器の設工認上の取扱いについては、新共通06の整理結果を踏まえて対応することとする。
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添付２ 

 

申請対象設備の「技術基準規則 第 19 条 放射線管理

施設」への適合要否及び既認可からの変更について 

 

（今回添付省略） 
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添付３ 

 

変更内容に係る補足説明事項について 
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1 

【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第19

条に基づき，放射線管理施設ついて説明するものである。 

本資料では，「核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「事業許可基準規則」とい

う。）」からの要求事項であるモニタリングポストの伝送多様化について説明する。 

第1種管理区域の作業環境監視に係る追加安全対策として新設するHFセンサについて

は，次回に申請を行う。 

上記以外の放射線監視・測定設備については，本項における要求事項及び設計に変更が

ないため，今回の申請において変更は行わない。（注1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

本施設には，従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下

「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定，通常時及

び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。 

 

（注2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1）概要 

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）第19

条に基づき、放射線管理施設について説明するものである。また、「核燃料物質の加工

の事業に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）第 18 条の従事者防護及び

第19条の放射線監視に係る設計について説明するものである。 

 

今回申請において技術基準規則への適合を示す範囲は、本項の第三号の管理区域に

おける外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の

濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度計測に係るもの

及び第一号及び第二号の放射性物質の濃度を計測するための試料を分析する装置（放

射能測定装置）に関する範囲であり、技術基準規則の要求事項及び設計に変更がない

ため、今回の申請において変更は行わない。 

なお、本項の第一号への適合に係る排気用モニタについては、第5回に申請を行う。 

 

本資料では、事業許可基準規則に係る設計のうち、新たに設置する可搬式HF検知警

報装置及びHFセンサ、モニタリングポストの設計変更（伝送多様化、電源確保）につ

いて説明する。 

 

 

 

 

 

 

（注2）3. 屋内管理用の主要な設備 

3.1 放射線監視・測定設備 

本施設には、事業許可基準規則第18条に基づく従事者防護（第1種管理区域の作業

環境監視）として、新たに可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。 

可搬式HF検知警報装置は、現場作業時に早期にUF6の漏えいを検知するためにUF6

より検知が容易なHFを検知する設計とし、従事者が速やかに退避できるよう従事者に

携行させる。 

HFセンサは、漏えい時の状況を推定するために有効な情報を把握できるよう均質槽、

室入口付近に設置する設計とするとともに、HFセンサによるUF6の漏えい検知は、中

央制御室に加え、モニタエリア及び2号発回均質室入口付近においても監視可能とす

る（HFセンサについては次回申請）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則への適合以外に説明する内容を

明確にするため左記文章に修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋内と屋外に記載を分けるとともに、事業許可

基準規則に基づく設計の説明であることを明

確にする。 

・左記以外の放射線監視・測定設備（排気用HF

モニタ、換気用モニタ、エアスニッファ、サー

ベイメータ、積算線量計、ダストサンプラ）、

試料分析関係設備（放射能測定装置）、個人管

理用測定設備（個人線量計）、出入管理関係設

備（ゲート、退出モニタ、サーベイメータ、シ

ャワー）、その他の放射線防護設備（放射線防

護具類）については、要求事項及び設計に変更

がないため、今回の申請において変更は行わ

ない。 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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2 

設工認申請書 補足説明 備考 

3. 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定 

本施設の周辺監視区域境界付近には，外部放射線に係る線量当量，空間線量率及び空気

中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，放射線監視・測定設備としてモニタリン

グポスト，積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とする。 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，試料分析関係設備を備

える設計とする。 

モニタリングポストの測定値は，中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）に

おいて表示するとともに，モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部

対策本部室）への伝送系は多様性（有線・無線）を有する設計とする。 

また，モニタリングポストは，外部電源喪失時に対する考慮として専用の非常用発電機

（無停電電源装置を含む。）により電源復旧までの期間を担保できる設計とする。（注3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HFセンサによるUF6漏えいの検知 次回申請 

第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するため，HFセンサを備える設計とする。HFセ

ンサによるUF6の漏えい検知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び2号発回均質室入

口付近においても監視可能とする。 

 

 

（注4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注3）4. 屋外管理用の主要な設備 

通常時に施設から放出される放射性物質の監視及び測定については，「発電用軽水型

原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」（昭和53年9月29日原子力

委員会決定)を参考とした設計とする。また，設計基準事故時に監視及び測定するため

の設備は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」

（昭和56年7月23日原子力安全委員会決定)を参考とした設計とする。 

4.1 放射線監視・測定設備 

本施設には、事業許可基準規則第19条に基づく放射線監視として、モニタリングポ

スト、積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とし、周辺監視区域境界付近にお

ける外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及

び測定する。 

モニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録すると

ともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計

とする。 

モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表

示する設計とし、モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策

本部室）への伝送系は多様性（有線・無線）を有する設計とする。 

 

モニタリングポストの設置に係る設計を別紙1に示す。 

 

 

 

 

（HFセンサに係る事項については、上記3. 屋内管理用の主要な設備の記載に移動する。） 

 

 

 

 

（注4）5. 設計基準事故時等対処資機材 

設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、サーベイメータ、半導体材料ガス検

知器（HF検知器）等の資機材を配備することを加工施設保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

・屋内と屋外に記載を分けるとともに、事業許可

基準規則に基づく設計の説明であることを明

確にする。 

・モニタリングポスト、積算線量計、ダストサン

プラを設けることに変更はないが、モニタリ

ングポストに対する要求事項の追加（伝送多

様化、電源確保）に対する設計を説明する。 

・左記以外の放射線監視・測定設備のうち、排気

用モニタについては第5回にて申請する。 

・左記以外の放射線監視・測定設備（排気用HF

モニタ（屋内管理用設備と同じ。）、積算線量

計、ダストサンプラ）、放出管理分析設備（放

射能測定装置（屋内管理用設備と同じ。））、試

料分析関係設備（放射能測定装置（屋内管理用

設備と同じ。））、その他設備（気象観測機器、

放射能測定車）については、要求事項及び設計

に変更がないため、今回の申請において変更

は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

図1 放射線監視・測定設備（モニタリングポスト） 系統概略図  

 

計測部
ユニット

伝送装置

・非常用発電機
・無停電電源装置

気象観測器

計測部
ユニット

伝送装置

・非常用発電機
・無停電電源装置

計測部
ユニット

伝送装置

・非常用発電機
・無停電電源装置

中継盤

緊急時対策所

中央制御室

MP1

MP2

MP3

濃縮・埋設事務所

ウラン濃縮工場

屋外 屋内

*1

*1

*1

衛星アンテナ

*1

衛星アンテナ

*1

衛星アンテナ

*1

衛星アンテナ

*1

衛星アンテナ

*1

検出器

検出器

検出器

*1：衛星アンテナを用いた無線による伝送については，各モニタリング
　　ポストの測定値を緊急時対策所及び中央制御室のそれぞれに伝送す
　　る。

ダスト
サンプラ

伝送装置

ダスト局
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別紙１ 
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モニタリングポストの設計について 

 

1. 概要 

本資料は、放射線監視・測定設備として新たに登録するモニタリングポストの設置に係

る設計内容である「計測範囲」、「警報動作範囲」、「配置」、「電源確保」、「データ伝送系の

多様性」、「測定値の表示場所」について説明するものである。 

 

2. 計測範囲及び警報動作範囲 

モニタリングポストの計測範囲及び警報動作範囲は以下のとおりとする。 

 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

 

2.1 計測範囲の設定に関する考え方 

計測下限値は、通常運転時のバックグランドを包絡するように設定する。 

計測上限値は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指

針（昭和 56 年 7 月 23 日 原子力安全委員会決定）（敷地周辺エリア放射線量率の測定上

限値：10-1 Gy/h）」を参考として設定する。 

 

2.2 警報動作範囲の設定に関する考え方 

事業許可基準規則及び技術基準規則において警報機能を設けることの要求はないが、

通常時を超える異常な値を検知した場合に警報を発する設計とする。 
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3. 配置 

モニタリングポストの配置については、本施設周辺の人の居住状況等を考慮したもの

とする。 

本施設付近の集落等の位置を図 1 に、モニタリングポストの配置を図 2 に示す。 

 

※ 事業変更許可申請書より抜粋 

図 1 本施設付近の集落、学校、認定こども園及び医療機関の位置図 
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3 

 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

図 2 モニタリングポストの配置図 

 

4. 電源確保 

モニタリングポストは、専用の非常用電源設備により外部電源喪失時においても電源

が復旧するまでの間、電源を供給できる設計とする。また、専用の無停電電源装置を有し、

電源の供給元の切り替え時に発生する短時間の停電時においても電源供給できる設計と

する。 

 

名称 容量 燃料 タンク 
燃料 

消費量 

停電 

補償時間 

非常用電源設備 

MP1：5 kVA 

MP2：5 kVA 

MP3：5 kVA 

軽油 50 L 1.64 L/h － 

無停電電源装置 

MP1：2 kVA 

MP2：1 kVA 

MP3：1 kVA 

－ － － 約 10 分 

※ 外部電源復旧までの間においてタンク残量が不足する場合には給油を行う。 
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5. データ伝送系の多様性及び測定値の表示場所 

モニタリングポストの測定値は、中央制御室に表示及び記録する。 

また、モニタリングポストの測定値は、設計基準事故時における迅速な対応のため、中

央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリン

グポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性（有

線・無線）を有する設計とする。 

モニタリングポストのデータ伝送系及び測定値の表示場所を図 3に示す。 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

図 3 モニタリングポストのデータ伝送系及び測定値の表示場所 
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